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研究成果の「新規性喪失」がないように十分な対策を 
 
この程、数件の新規性喪失による出願特許の拒絶理由通知を受けました。これは特許出

願前に予稿集や論文が発行され、新規性と言う発明で最も重要な資格が単なる手続き上の

ミスで失われるという極めてもったいない事例です。本学以外でもこれまで多くの事例が

あり、拒絶理由の中で最多数の理由になっています。 
新規性喪失は、予稿集や論文だけでなく、学会発表、産業祭り・イノベーションフォー

ラム等の各種イベントでのプレゼン等、自分以外に公表するすべてがその対象になります。 
特に、年度後半には、卒業論文発表会を始め多くの発表会、研究会が学部、学科、研究

室段階で開かれると思いますが、折角の研究成果を新規性喪失と言う最悪の事態にならな

いように、下記の対応をお願いいたします。 
 
１．特許出願は発表に前に行う。これが大原則。なるたけ、研究開始時にアイデアメモ（別

紙１）を作成してください。それを元に特許出願戦略をたてましょう。 
 

２．通常の学会発表では、発表後 6 ヶ月間の新規性喪失の例外規定（特許法 30 条）が適用

されますが、学内の研究発表会は大学主催以外は新規性喪失の例外規定が適用されま

せん。また、30 条の例外規定が適用されるのは日本国内と米国、韓国など数カ国程度

で、その特許をそれ以外の国に外国出願する場合新規性喪失で拒絶になります。 
従って、学内での発表会は原則非公開（学内のみ）として、 
１）その会で発表したことは、発明の対象になるので第三者へ口外しないように口頭

で説明して頂くと同時に参加者に秘密保持誓約書（別紙２）に署名してもらうこ

と。 
２）説明資料には、全頁の上部に「秘密」、“Confidential”と記載し、秘密事項である

ことを示しておく。但し、こうしてもそれを聞いて他人が特許を出すことを防ぐ

ことはできません。原則は特許を出して発表するということ。 
 

３．新聞や産業祭りなど学会以外でのイベントでの発表では殆ど新規性が喪失すると考え

てください。従って、特許を出そうとする重要な知見はそういった場所では発表しな

いでください。 
 
（＊）知的財産部門（8598 近藤）或いは事務部門（8019 池原）にお問い合わせください。 



＜別紙１＞ 

 



＜別紙２＞ 
２０１０年  月  日 

琉球大学学長殿 

守秘義務誓約書 

 私は、下記の発表会に出席するにあたり、当該発表会にて開示された技術情報について、

開示日から５年の間、次の条件を満たす場合を除き、第三者に公表しないことを誓約いた

します。 

記 

 １．発表会名称：琉球大学○学部○○学科○○科学専攻 第○回卒業研究発表会   

 ２．開催日時：平成○○年○○月○○日 

 ３．場    所：琉球大学○○研究棟第○○講義室（西原町字千原１番地） 

 ４．発表会主催者：琉球大学○○部○○学科○○科学専攻 

 

   〔誓約者〕   

所   属      番 号 氏   名 
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